
議案第１９号 

 

   三田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を    

改正する条例の制定について 

 

 三田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条

例を次のとおり定める。 

 

  平成２９年２月２０日提出 

 

三田市長 森  哲 男    



三田市条例第  号 

 

   三田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を    

   改正する条例 

 

 三田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成３年三田市条

例第８号）の一部を次のように改正する。 

別表第２北摂三田ウッディタウン地区整備計画区域の部戸建住宅地区－Ⅰの款

（イ）の欄第２項に次の１号を加える。 

(4) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師

法に規定する施術所。ただし、計画図に指定する街区Ｇの部分に限る。 

別表第２北摂三田ウッディタウン地区整備計画区域の部戸建住宅地区－Ⅱの款の

次に次のように加える。 
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 この条例は、公布の日から施行する。 




